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７．裁量と考慮事項の審査～最判平 18.2.7【百選Ⅰ70】 

【論述例】 

１ 広島県の公立小中学校等に勤務する教職員によって組織された職員団体であるＸは、本件

集会の会場として、本件中学校の体育館等の学校施設の使用を申し出たところ、いったんは

口頭でこれを了承する返事を校長から得たのに、その後、市教委から不当にその使用を拒否

されたとして、国家賠償法１条１項に基づく損害賠償を求めている。 

２ まず、本件不許可処分は、「公共団体の公権力の行使に当る公務員」である市教委が、「そ

の職務を行うについて」（同項）行ったものである。 

３ 次に、本件不許可処分は「違法」（同項）か。裁量権の逸脱又は濫用が認められるかが問題

となる。 

 ⑴ まず、裁量の有無・広狭については、法律の文言と処分の性質を踏まえ、根拠法令の法

的仕組みの個別具体的な解釈により明らかにすべきである。 

   地方公共団体の設置する公立学校は、地方自治法 244 条にいう「公の施設」として設け

られるものであるが、これを構成する物的要素としての学校施設は同法 238 条４項にいう

行政財産である。したがって、公立学校施設をその設置目的である学校教育の目的に使用

する場合には、同法 244 条の規律に服することになるが、これを設置目的外に使用するた

めには、同法 238 条の４第４項に基づく許可が必要である。教育財産は教育委員会が管理

するとされているため（地方教育行政の組織及び運営に関する法律 23 条２号）、上記の許

可は本来教育委員会が行うこととなる。 

   学校施設令３条は、法律又は法律に基づく命令の規定に基づいて使用する場合及び管理

者又は学校の長の同意を得て使用する場合を例外として、学校施設は、学校が学校教育の

目的に使用する場合を除き、使用してはならないとし（１項）、上記の同意を与えるには、

他の法令の規定に従わなければならないとしている（２項）。同意を与えるための「他の法

令の規定」として、上記の地方自治法 238 条の４第４項は、その用途又は目的を妨げない

限度においてその使用を許可することができると定めており、その趣旨を学校施設の場合

に敷えんした学校教育法 85 条は、学校教育上支障のない限り、学校の施設を社会教育その

他公共のために、利用させることができると規定している。 

   地方自治法 238 条の４第４項、学校教育法 85 条の上記文言に加えて、学校施設は、一般

公衆の共同使用に供することを主たる目的とする道路や公民館等の施設とは異なり、本来

学校教育の目的に使用すべきものとして設置され、それ以外の目的に使用することを基本

的に制限されている（学校施設令１条、３条）ことからすれば、学校施設の目的外使用を

許可するか否かは、原則として、管理者の裁量にゆだねられているものと解するのが相当

である。すなわち、学校教育上支障があれば使用を許可することができないことは明らか
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であるが、そのような支障がないからといって当然に許可しなくてはならないものではな

く、行政財産である学校施設の目的及び用途と目的外使用の目的、態様等との関係に配慮

した合理的な裁量判断により使用許可をしないこともできるものである。学校教育上の支

障とは、物理的支障に限らず、教育的配慮の観点から、児童、生徒に対し精神的悪影響を

与え、学校の教育方針にもとることとなる場合も含まれ、現在の具体的な支障だけでなく、

将来における教育上の支障が生ずるおそれが明白に認められる場合も含まれる。また、管

理者の裁量判断は、許可申請に係る使用の日時、場所、目的及び態様、使用者の範囲、使

用の必要性の程度、許可をするにあたっての支障又は許可をした場合の弊害若しくは影響

の内容及び程度、代替施設確保の困難性など許可をしないことによる申請者側の不都合又

は影響の内容及び程度等の諸般の事情を総合考慮してされるものである。 

   したがって、その裁量権の行使が逸脱濫用にあたるか否かの司法審査においては、その

判断が裁量権の行使としてされたことを前提とした上で、その判断要素の選択や判断過程

に合理性を欠くところがないかを検討し、その判断が、重要な事実の基礎を欠くか、又は

社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って、裁量権の逸脱又は

濫用として「違法」となるとすべきものと解するのが相当である。 

   なお、教職員の職員団体は、教職員を構成員とするとはいえ、その勤務条件の維持改善

を図ることを目的とするものであって、学校における教育活動を直接目的とするものでは

ないから、職員団体にとって使用の必要性が大きいからといって、管理者において職員団

体の活動のためにする学校施設の使用を受忍し、許容しなければならない義務を負うもの

ではないし、使用を許さないことが学校施設につき管理者が有する裁量権の逸脱又は濫用

であると認められるような場合を除いては、その使用不許可が「違法」となるものでもな

い。また、従前、同一目的での使用許可申請を物理的支障のない限り許可してきたという

運用があったとしても、そのことから直ちに、従前と異なる取扱いをすることが裁量権の

濫用となるものではない。もっとも、従前の許可の運用は、使用目的の相当性やこれと異

なる取扱いの動機の不当性を推認させることがあったり、比例原則ないし平等原則の観点

から、裁量権濫用にあたるか否かの判断において考慮すべき要素となったりすることは否

定できない。 

 ⑵ 以上の見地に立って本件を検討するに、以下の点を指摘することができる。 

   すなわち、教育研究集会は、Ｘの労働運動としての側面も強く有するものの、その教育

研究活動の一環として、教育現場において日々生起する教育実践上の問題点について、各

教師ないし学校単位の研究や取組みの成果が発表、討議の上、集約される一方で、その結

果が、教育現場に還元される場ともなっているというのであって、教員らによる自主的研

修としての側面をも有しているところ、その側面に関する限りは、自主的で自律的な研修

を奨励する教育公務員特例法 19 条、20 条の趣旨にかなうものというべきである。Ｘが本
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件集会前の第 48 次教育研究集会まで１回を除いてすべて学校施設を会場として使用してき

ており、広島県においては本件集会を除いて学校施設の使用が許可されなかったことがな

かったのも、教育研究集会の上記のような側面に着目した結果とみることができる。使用

目的が相当なものであることが認められるなど、Ｘの教育研究集会のための学校施設使用

許可に関する上記経緯が前記⑴で述べたような趣旨で大きな考慮要素となることは否定で

きない。 

   また、過去、教育研究集会の会場とされた学校に右翼団体の街宣車が来て街宣活動を行

ったことがあったというのであるから、抽象的には街宣活動のおそれはあったといわざる

を得ず、学校施設の使用を許可した場合、その学校施設周辺で騒じょう状態が生じたり、

学校教育施設としてふさわしくない混乱が生じたりする具体的なおそれが認められるとき

には、それを考慮して不許可とすることも学校施設管理者の裁量判断としてあり得るとこ

ろである。しかしながら、本件不許可処分の時点で、本件集会について具体的な妨害の動

きがあったことは認められず（なお、本件集会については、実際には右翼団体等による妨

害行動は行われなかった。）、本件集会の予定された日は、休校日である土曜日と日曜日で

あり、生徒の登校は予定されていなかったことからすると、仮に妨害行動がされても、生

徒に対する影響は間接的なものにとどまる可能性が高かったということができる。 

   さらに、Ｘの教育研究集会の要綱などの刊行物に学習指導要領や文部省の是正指導に対

して批判的な内容の記載が存在することは認められるが、いずれも抽象的な表現にとどま

り、本件集会において具体的にどのような討議がされるかは不明であるし、また、それら

が本件集会において自主的研修の側面を排除し、又はこれを大きくしのぐほどに中心的な

討議対象となるものとまでは認められないのであって、本件集会をもって人事院規則 14－

７所定の政治的行為にあたるものということはできず、また、これまでの教育研究集会の

経緯からしても、上記の点から、本件集会を学校施設で開催することにより教育上の悪影

響が生ずるとする評価を合理的なものということはできない。 

   加えて、教育研究集会の中でも学校教科項目の研究討議を行う分科会の場として、実験

台、作業台等の教育設備や実験器具、体育用具等、多くの教科に関する教育用具及び備品

が備わっている学校施設を利用することの必要性が高いことは明らかであり、学校施設を

利用する場合と他の公共施設を利用する場合とで、本件集会の分科会活動にとっての利便

性に大きな差違があることは否定できない。 

   後に、本件不許可処分は、校長が、職員会議を開いた上、支障がないとして、いった

んは口頭で使用を許可する意思を表示した後に、上記のとおり、右翼団体による妨害行動

のおそれが具体的なものではなかったにもかかわらず、市教委が、過去の右翼団体の妨害

行動を例に挙げて使用させない方向に指導し、自らも不許可処分をするに至ったというも



行政法 

 31 

のであり、しかも、その処分は、県教委等の教育委員会とＸとの緊張関係と対立の激化を

背景として行われたものであった。 

   上記の諸点を考慮すると、本件中学校及びその周辺の学校や地域に混乱を招き、児童生

徒に教育上悪影響を与え、学校教育に支障を来すことが予想されるとの理由で行われた本

件不許可処分は、重視すべきでない考慮要素を重視するなど、考慮した事項に対する評価

が明らかに合理性を欠いており、他方、当然考慮すべき事項を十分考慮しておらず、その

結果、社会通念に照らし著しく妥当性を欠いたものということができ、裁量権を逸脱した

ものである。 

 ⑶ したがって、本件不許可処分は「違法」である。 

４ 後に、裁量権の逸脱が通常の公務員に職務上要求される客観的な注意義務に違反するこ

とは明らかであるから、「過失」があり、これに「よって」「他人」Ｘに「損害を加えた」（国

家賠償法１条１項）と認められる。 

５ 以上によれば、Ｘの請求は、理由があるからこれを認容すべきである。 

 

 注１）論述例３⑴に関連して、平成 30 年司法試験の採点実感（公法系科目第２問）は、「教

育や科学技術など一定の分野に関する専門家・専門組織の判断の尊重なのか、政治的判

断・公益的見地からの判断の尊重なのか、全国一律で基準を定めるべきでなく地域の特性

や地域住民の意見をしんしゃくすべきゆえに認められる裁量なのかなど、事案の特性を踏

まえて……適切な理由付けを考えて説明」することを求めている。 

   例えば、 判平 8.3.8【百選Ⅰ78】は、「公務員に対する懲戒処分は、当該公務員に職務

上の義務違反、その他、単なる労使関係の見地においてではなく、国民全体の奉仕者とし

て公共の利益のために勤務することをその本質的な内容とする勤務関係の見地において、

公務員としてふさわしくない非行がある場合に、その責任を確認し、公務員関係の秩序を

維持するため、科される制裁である。ところで、国公法は、同法所定の懲戒事由がある場

合に、懲戒権者が、懲戒処分をすべきかどうか、また、懲戒処分をするときにいかなる処

分を選択すべきかを決するについては、公正であるべきこと（74 条１項）を定め、平等取

扱いの原則（27 条）及び不利益取扱いの禁止（98 条３項）に違反してはならないことを定

めている以外に、具体的な基準を設けていない。したがって、懲戒権者は、懲戒事由に該

当すると認められる行為の原因、動機、性質、態様、結果、影響等のほか、当該公務員の

右行為の前後における態度、懲戒処分等の処分歴、選択する処分が他の公務員及び社会に

与える影響等、諸般の事情を考慮して、懲戒処分をすべきかどうか、また、懲戒処分をす

る場合にいかなる処分を選択すべきか、を決定することができるものと考えられるのであ

るが、その判断は、右のような広範な事情を総合的に考慮してされるものである以上、平

素から庁内の事情に通暁し、部下職員の指揮監督の衝にあたる者の裁量に任せるのでなけ
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れば、とうてい適切な結果を期待することができないものといわなければならない。それ

故、公務員につき、国公法に定められた懲戒事由がある場合に、懲戒処分を行うかどうか、

懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかは、懲戒権者の裁量に任されているものと解

すべきである」と判示している（併せて、注３）乃至注６）の判例も参照されたい。）。 

 

 注２）同じく論述例３⑴に関連して、いわゆる判断過程審査には、判例上、判断過程の合理

性ないし過誤・欠落の審査を行うもの（判断過程合理性審査）と、考慮要素に着目した審

査を行うもの（考慮要素審査）がある（村上裕章・百選Ⅰ97 頁）。本判決は後者の系列に

属すると思われる（土田伸也・百選Ⅰ143 頁）。 

 

 注３） 大判昭 53.10.4【百選Ⅰ73】は、以下のように判示しており、本判決と同じく、考

慮要素審査の系列に属すると思われる。 

   「出入国管理令が原則として一定の期間を限って外国人のわが国への上陸及び在留を許

しその期間の更新は法務大臣がこれを適当と認めるに足りる相当の理由があると判断した

場合に限り許可することとしているのは、法務大臣に一定の期間ごとに当該外国人の在留

中の状況、在留の必要性・相当性等を審査して在留の許否を決定させようとする趣旨に出

たものであり、そして、在留期間の更新事由が概括的に規定されその判断基準が特に定め

られていないのは、更新事由の有無の判断を法務大臣の裁量に任せ、その裁量権の範囲を

広汎なものとする趣旨からであると解される。すなわち、法務大臣は、在留期間の更新の

許否を決するにあたっては、外国人に対する出入国の管理及び在留の規制の目的である国

内の治安と善良の風俗の維持、保健・衛生の確保、労働市場の安定などの国益の保持の見

地に立って、申請者の申請事由の当否のみならず、当該外国人の在留中の一切の行状、国

内の政治・経済・社会等の諸事情、国際情勢、外交関係、国際礼譲など諸般の事情をしん

しゃくし、時宜に応じた的確な判断をしなければならないのであるが、このような判断は、

事柄の性質上、出入国管理行政の責任を負う法務大臣の裁量に任せるのでなければとうて

い適切な結果を期待することができないものと考えられる。このような点にかんがみると、

出入国管理令 21 条３項所定の『在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由』があ

るかどうかの判断における法務大臣の裁量権の範囲が広汎なものとされているのは当然の

ことであって、所論のように上陸拒否事由又は退去強制事由に準ずる事由に該当しない限

り更新申請を不許可にすることは許されないと解すべきものではない。」 

   「ところで、行政庁がその裁量に任された事項について裁量権行使の準則を定めること

があっても、このような準則は、本来、行政庁の処分の妥当性を確保するためのものなの

であるから、処分が右準則に違背して行われたとしても、原則として当不当の問題を生ず

るにとどまり、当然に違法となるものではない。処分が違法となるのは、それが法の認め
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る裁量権の範囲をこえ又はその濫用があった場合に限られるのであり、また、その場合に

限り裁判所は当該処分を取り消すことができるものであって、行政事件訴訟法 30 条の規定

はこの理を明らかにしたものにほかならない。もっとも、法が処分を行政庁の裁量に任せ

る趣旨、目的、範囲は各種の処分によって一様ではなく、これに応じて裁量権の範囲をこ

え又はその濫用があったものとして違法とされる場合もそれぞれ異なるものであり、各種

の処分ごとにこれを検討しなければならないが、これを出入国管理令 21 条３項に基づく法

務大臣の『在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由』があるかどうかの判断の

場合についてみれば、右判断に関する前述の法務大臣の裁量権の性質にかんがみ、その判

断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に

限り、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があったものとして違法となるものというべきで

ある。したがって、裁判所は、法務大臣の右判断についてそれが違法となるかどうかを審

理、判断するにあたっては、右判断が法務大臣の裁量権の行使としてされたものであるこ

とを前提として、その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により右判断が

全く事実の基礎を欠くかどうか、又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等によ

り右判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうかについて審

理し、それが認められる場合に限り、右判断が裁量権の範囲をこえ又はその濫用があった

ものとして違法であるとすることができるものと解するのが、相当である。」 

 

注４）また、 判平 8.3.8【百選Ⅰ78】も、以下のように判示しており、本判決と同じく、考

慮要素審査の系列に属すると思われる。 

   「高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分又は退学処分を行うかどうかの判断は、

校長の合理的な教育的裁量にゆだねられるべきものであり、裁判所がその処分の適否を審

査するに当たっては、校長と同一の立場に立って当該処分をすべきであったかどうか等に

ついて判断し、その結果と当該処分とを比較してその適否、軽重等を論ずべきものではな

く、校長の裁量権の行使としての処分が、全く事実の基礎を欠くか又は社会観念上著しく

妥当を欠き、裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認められる場合に限り、

違法であると判断すべきものである……。しかし、退学処分は学生の身分をはく奪する重

大な措置であり、学校教育法施行規則 13 条３項も４個の退学事由を限定的に定めているこ

とからすると、当該学生を学外に排除することが教育上やむを得ないと認められる場合に

限って退学処分を選択すべきであり、その要件の認定につき他の処分の選択に比較して特

に慎重な配慮を要するものである……。また、原級留置処分も、学生にその意に反して１

年間にわたり既に履修した科目、種目を再履修することを余儀なくさせ、上級学年におけ

る授業を受ける時期を延期させ、卒業を遅らせる上、神戸高専においては、原級留置処分

が２回連続してされることにより退学処分にもつながるものであるから、その学生に与え
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る不利益の大きさに照らして、原級留置処分の決定に当たっても、同様に慎重な配慮が要

求されるものというべきである。」 

   「信仰上の理由による剣道実技の履修拒否を、正当な理由のない履修拒否と区別するこ

となく、代替措置が不可能というわけでもないのに、代替措置について何ら検討すること

もなく、体育科目を不認定とした担当教員らの評価を受けて、原級留置処分をし、さらに、

不認定の主たる理由及び全体成績について勘案することなく、２年続けて原級留置となっ

たため進級等規程及び退学内規に従って学則にいう『学力劣等で成業の見込みがないと認

められる者』に当たるとし、退学処分をしたという上告人の措置は、考慮すべき事項を考

慮しておらず、又は考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠き、その結果、社会

観念上著しく妥当を欠く処分をしたものと評するほかはなく、本件各処分は、裁量権の範

囲を超える違法なものといわざるを得ない。」 

 

 注５）他方、 判平 4.10.29【百選Ⅰ74】は、以下のように判示しており、本判決とは異な

り、判断過程合理性審査の系列に属するものと思われる。 

   「技術的能力を含めた原子炉施設の安全性に関する審査は、当該原子炉施設そのものの

工学的安全性、平常運転時における従業員、周辺住民及び周辺環境への放射線の影響、事

故時における周辺地域への影響等を、原子炉設置予定地の地形、地質、気象等の自然的条

件、人口分布等の社会的条件及び当該原子炉設置者の右技術的能力との関連において、多

角的、総合的見地から検討するものであり、しかも、右審査の対象には、将来の予測に係

る事項も含まれているのであって、右審査においては、原子力工学はもとより、多方面に

わたる極めて高度な 新の科学的、専門技術的知見に基づく総合的判断が必要とされるも

のであることが明らかである。そして、規制法 24 条２項が、内閣総理大臣は、原子炉設置

の許可をする場合においては、同条１項３号（技術的能力に係る部分に限る。）及び４号所

定の基準の適用について、あらかじめ原子力委員会の意見を聴き、これを尊重してしなけ

ればならないと定めているのは、右のような原子炉施設の安全性に関する審査の特質を考

慮し、右各号所定の基準の適合性については、各専門分野の学識経験者等を擁する原子力

委員会の科学的、専門技術的知見に基づく意見を尊重して行う内閣総理大臣の合理的な判

断にゆだねる趣旨と解するのが相当である。 

   以上の点を考慮すると、右の原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉

設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安

全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合

理な点があるか否かという観点から行われるべきであって、現在の科学技術水準に照らし、

右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉

施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会
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の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依

拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、

右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。」 

  ※ なお、 判平 25.4.16【百選Ⅰ75】は、水俣病の「認定自体は、……客観的事象とし

ての水俣病のり患の有無という現在又は過去の確定した客観的事実を確認する行為であ

って、この点に関する処分行政庁の判断はその裁量に委ねられるべき性質のものではな

いというべきであり、……処分行政庁の審査の対象を殊更に狭義に限定して解すべきも

のともいえない以上、上記のような処分行政庁の判断の適否に関する裁判所の審理及び

判断は、原判決のいうように、処分行政庁の判断の基準とされた昭和 52 年判断条件に現

在の 新の医学水準に照らして不合理な点があるか否か、公害健康被害認定審査会の調

査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があってこれに依拠してされた処分行政

庁の判断に不合理な点があるか否かといった観点から行われるべきものではなく、裁判

所において、経験則に照らして個々の事案における諸般の事情と関係証拠を総合的に検

討し、個々の具体的な症候と原因物質との間の個別的な因果関係の有無等を審理の対象

として、申請者につき水俣病のり患の有無を個別具体的に判断すべきものと解するのが

相当である」と判示している。これについて、横内恵・百選Ⅰ153 は、「原子炉設置許可

処分に際しては将来の予測に係る事項を含む判断がなされるのに対して、水俣病の認定

においては過去及び現在の客観的事象についての判断がなされるという点で、両事件に

は相違がある。さらに、原子炉の安全性については社会的な許容限度を政策的に判断す

ることが求められるのに対して、本判決によれば、水俣病のり患の有無は客観的事実の

確認である。すなわち、本判決は、水俣病の認定は行政庁の裁量的な判断によってなさ

れるものではなく、個別的な因果関係の有無の判断における事実認定の問題とした。其

上で、判断代置審査の方式を採ったのである」と述べている。 

 

 注６）同じく、 判平 24.2.28【百選Ⅰ47】も、以下のように判示しており、本判決とは異

なり、判断過程合理性審査の系列に属するものと思われる。 

   「 低限度の生活は、抽象的かつ相対的な概念であって、その具体的な内容は、その

時々における経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断

決定されるべきものであり、これを保護基準において具体化するに当たっては、高度の専

門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とするものである……。したがって、

保護基準中の老齢加算に係る部分を改定するに際し、 低限度の生活を維持する上で老齢

であることに起因する特別な需要が存在するといえるか否か及び高齢者に係る改定後の生

活扶助基準の内容が健康で文化的な生活水準を維持することができるものであるか否かを
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判断するに当たっては、厚生労働大臣に上記のような専門技術的かつ政策的な見地からの

裁量権が認められるものというべきである。」 

   「また、老齢加算の全部についてその支給の根拠となる上記の特別な需要が認められな

い場合であっても、老齢加算の廃止は、これが支給されることを前提として現に生活設計

を立てていた被保護者に関しては、保護基準によって具体化されていたその期待的利益の

喪失を来す側面があることも否定し得ないところである。そうすると、上記のような場合

においても、厚生労働大臣は、老齢加算の支給を受けていない者との公平や国の財政事情

といった見地に基づく加算の廃止の必要性を踏まえつつ、被保護者のこのような期待的利

益についても可及的に配慮するため、その廃止の具体的な方法等について、激変緩和措置

の要否などを含め、上記のような専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権を有している

ものというべきである。」 

   「そして、老齢加算の減額又は廃止の要否の前提となる 低限度の生活の需要に係る評

価や被保護者の期待的利益についての可及的な配慮は、前記……のような専門技術的な考

察に基づいた政策的判断であって、老齢加算の支給根拠及びその額等については、それま

でも各種の統計や専門家の作成した資料等に基づいて高齢者の特別な需要に係る推計や加

算対象世帯と一般世帯との消費構造の比較検討がされてきたところである。これらの経緯

等に鑑みると、老齢加算の廃止を内容とする保護基準の改定は、〔１〕当該改定の時点にお

いて 70 歳以上の高齢者には老齢加算に見合う特別な需要が認められず、高齢者に係る当該

改定後の生活扶助基準の内容が高齢者の健康で文化的な生活水準を維持するに足りるもの

であるとした厚生労働大臣の判断に、 低限度の生活の具体化に係る判断の過程及び手続

における過誤、欠落の有無等の観点からみて裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があると認

められる場合、あるいは、〔２〕老齢加算の廃止に際し激変緩和等の措置を採るか否かにつ

いての方針及びこれを採る場合において現に選択した措置が相当であるとした同大臣の判

断に、被保護者の期待的利益や生活への影響等の観点からみて裁量権の範囲の逸脱又はそ

の濫用があると認められる場合に、生活保護法３条、８条２項の規定に違反し、違法とな

るものというべきである。」 

  




